
Ryukoku University

課程認定申請書類の作り⽅

教員免許事務担当者講習会

2025年11⽉15⽇
⿓⾕⼤学社会学部教務課 ⼩野 勝⼠

2© RYUKOKU UNIVERSITY  All Rights Reserved.

これまでの課程認定申請担当歴
（審査年度・２００２）：学科新設に伴う申請

理⼯学部情報メディア学科（情報）
理⼯学部環境ソリューション⼯学科（中⾼・理科）

（審査年度・２００３）：学科新設に伴う申請
社会学部コミュニティマネジメント学科（社会、公⺠）

（審査年度）２０１１：学科新設に伴う申請
⽂学部臨床⼼理学科（公⺠）
⼤学院⽂学研究科臨床⼼理学専攻（公⺠）

（審査年度）２０１５：専攻新設に伴う申請
⽂学部歴史学科⽂化遺産学専攻（社会、地理歴史）

（審査年度）２０１８：再課程認定申請
⽂学部２３課程、⽂学研究科：２０課程 （全学で１１０課程）

（審査年度）２０２４：学部改組に伴う申請
社会学部総合社会学科（社会、公⺠）
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本⽇の内容
１．課程認定を受けるまでの流れ
２．各書類の概要
３．作成する書類の優先順位
４．作成スケジュール
５．各書類の作成上のポイント

・様式第７号ア
・様式第２号
・シラバス
・様式第４号

６．まとめ

１．課程認定を受けるまでの流れ
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１．課程認定を受けるまでの流れ
⼿引き４〜５⾴の内容をもとに昨年・今年の流れに合わせるとこのよ
うな感じです。

◆説明会 ：12⽉ （2025年：12/23、2024年：12/25）
◆事前相談 ：1⽉中旬〜3⽉上旬 （2025年：1/20〜3/7）
◆申請書提出：3⽉中旬 （2025年：3/10〜17）
◆事務局からの指摘：4⽉中旬〜7⽉上旬
◆諮 問：7⽉上旬〜中旬 （2025年：7/17、2024年：7/22）
◆課程認定委員会による審査：7⽉中旬〜11⽉中旬

（2024年：7/30〜11/21、2023年：8/1〜11/20）
◆答 申：11⽉下旬〜12⽉上旬（2024年：12/6、2023年：12/4）
◆認定書送付：12⽉中旬
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１．課程認定を受けるまでの流れ
◆説明会
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１．課程認定を受けるまでの流れ
◆事前相談： 1⽉中旬〜3⽉上旬（2025年：1/20〜3/7）
・専修免許状の課程を除き、事前相談は必要とされている。
・実施はオンライン形式。
・必要書類

１.様式第２号（概要、教育課程及び教育研究実施組織）
２.様式第７号ア及びウ
３.学則（履修規程等、認定を受けようとする学科等の開設科⽬と履修
⽅法がわかるもの）

４.シラバス（教育の基礎的理解に関する科⽬等、各教科・領域の指導
法、 特別⽀援教育に関する科⽬）

５.様式第１０号ア⼜は様式第１１号ア（教職課程認定基準１０⼜は１
１による申請を⾏う場合のみ）

６.上記１〜３以外で準備ができている課程認定申請書類（記載⽅法に
誤りがないかを可能な範囲内で確認する。）
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１．課程認定を受けるまでの流れ
◆事務局からの指摘：4⽉中旬〜6⽉下旬

２０２４年度の事例
４⽉２６⽇（⾦）午後９時に指摘のメール

○回答期限は５⽉２０⽇（⽉）→期限⽇に提出

５⽉２４⽇（⾦）に⼆次指摘→３１⽇（⾦）が回答期限
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１．課程認定を受けるまでの流れ
◆諮問：7⽉上旬〜中旬
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１．課程認定を受けるまでの流れ
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１．課程認定を受けるまでの流れ

◆課程認定委員会による審査：7⽉中旬〜11⽉中旬
２０２４年度の事例
８⽉１９⽇（⽉）に指摘メール→９⽉２⽇（⽉）回答期限
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１．課程認定を受けるまでの流れ
答申：１１⽉下旬〜１２⽉上旬 ◆認定書送付：12⽉中旬
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１．課程認定を受けるまでの流れ
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１．課程認定を受けるまでの流れ



２．各書類の概要
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２．各書類の概要
◆様式第1号：申請書 〈⼿引き２２⾴〉
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２．各書類の概要
◆様式第2号：認定を受けようとする⼤学の課程の概要〈⼿引き２３
⾴〉
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２．各書類の概要
◆様式第2号：認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教
育研究実施組織〈⼿引き２６⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆コアカリキュラム対応表〈⼿引き５１⾴〜〉
（教職課程、外国語、特別⽀援学校 の３種類）
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２．各書類の概要
◆シラバス〈⼿引き６２⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第3号：学部・学科等別（研究科・専攻等別）教育研究実施組
織に関する書類〈⼿引き６６⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第4号：教員個⼈に関する書類（履歴書、教育研究業績書、教
員就任承諾書）〈⼿引き７２⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第4号：教員個⼈に関する書類（履歴書、教育研究業績書、教
員就任承諾書）〈⼿引き７２⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第4号：教員個⼈に関する書類（履歴書、教育研究業績書、教
員就任承諾書）〈⼿引き７２⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第5号：教育実習実施計画に関する書類〈⼿引き８３⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第5号：教育実習実施計画に関する書類〈⼿引き８３⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第5号：実習校からの受⼊承諾書〈⼿引き８４⾴〜〉
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２．各書類の概要
◆様式第6号：認定を受けようとする課程において使⽤する施設・設
備等に関する書類〈⼿引き８５⾴〜〉
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２．各書類の概要
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２．各書類の概要
◆様式第7号ア：認定を受けようとする課程を有する⼤学・学科等に
おける教員養成の⽬ 標等に関する書類〈⼿引き８７⾴〉
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２．各書類の概要
◆様式第7号イ：教育課程の運営に関する組織及び取組〈⼿引き８８・
８９⾴〉
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２．各書類の概要
◆様式第7号ウ：具体的な履修カリキュラム〈⼿引き８９・９０⾴〉
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２．各書類の概要
◆様式第7号ウ：具体的な履修カリキュラム〈⼿引き９０・９１⾴〉
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２．各書類の概要
◆学則・履修規程等
◆履修カルテ
◆組織改組・再編対照表

申請の内容に応じて以下の書類も必要
◆様式第8号：誓約書
◆様式第9号：連携教職課程を設置する⼤学の要件
◆様式第10号ア：特定分野に強みや専⾨性を持つ学科等に係る特例に関す
る資料

◆様式第10号イ：各段階における到達⽬標・具体的な履修カリキュラム
◆様式第11号ア：専科指導優先実施教科に対応した⼩学校教員養成に係る
特例に関する資料

◆様式第11号イ：各段階における到達⽬標・具体的な履修カリキュラム
◆数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度により認定がなさ
れたプログラムにおける科⽬であることを証明する書類

◆単位互換協定書



３．作成する書類の優先順位
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３．作成する書類の優先順位

１）様式第7号ア：認定を受けようとする課程を有する⼤学・学科等
における教員養成の⽬標等に関する書類
→まずどんな免許種を置くか。それが設置する学科等との⽬的・性
格と免許状との相当関係があるか。

★学科等の⽬的・性格と免許状との相当関係
▼教職課程認定基準２（５）
（５）教職課程は、認定を受けようとする学科等の⽬的・性格と免

許状との相当関係並びに学科等の教育課程及び教育研究実施組織
等が適当であり、かつ、免許状の授与に必要な科⽬の開設及び履
修⽅法が、当該学科等の⽬的・性格を歪めるものではないと認め
られる場合に認定するものとする。

学科等の⽬的・性格と免許状との相当関係が薄い申請について
は慎重に対応するものとする。
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３．作成する書類の優先順位（説明会資料より）
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３．作成する書類の優先順位
▼学科等の⽬的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準について（解説）抜粋

学科等の教育研究分野と、認定を受けようとする免許状の種類との間に、⼗分な相当関
係が認められることが必要である。相当関係の有無については、学科等における学位の分
野、カリキュラム、履修⽅法、学科等の名称等を考慮して審査を⾏うこととする。

なお、以下のような学科等でも、審査において相当関係が⼗分に認められれば、認定可
となる場合がある。

例）・中⾼⼀種免（国語）：⼈間⽂化学科、⽇本語⽂化コミュニケーション学科、⽂化創
造学科、国際教養学科

・中⾼⼀種免（英語）：⽐較⽂化学科、国際社会学科、コミュニケーション情報学科
・中⼀種免（技術）：デザイン⼯学科、環境科学科

また、以下については、過去において相当関係に疑義が⽣じた例である。
例）・中⾼⼀種免（保健体育）：経営系学科

・中⼀種免（社会）：⼼理系学科
・⾼⼀種免（地理歴史）：法学系学科
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３．作成する書類の優先順位
２）様式第2号：認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び

教育研究実施組織

40© RYUKOKU UNIVERSITY  All Rights Reserved.

３．作成する書類の優先順位
作成（特に教員とやりとりの多い書類）に時間がかかる書類
３）シラバス
４）様式第4号：教員個⼈に関する書類（履歴書、教育研究業績書、

教員就任承諾書）

５）様式第7号ウ：具体的な履修カリキュラム
６）学則・履修規程等



４．スケジュールを⽰す
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４．スケジュールを⽰す

【別紙資料】
このエクセルファイルは「404 NOT FOUNDどこかの⼤学職員のブログ」様作
成のエクセルファイルを加⼯して作成しています。

★申請書提出、審査対応はほぼ全⼤学同じのため、あらかじめ橙で塗りつぶし
てます。

★対⾯のみのセッションで、スケジュールの⽴て⽅について話題にしたいと思
います。これが正解というものがあるわけではありませんので、答え合わせは
⾏いません。適宜グループで話し合いながら各⼤学、どのようなスケジューリ
ングで⾏うのが最適か考えてみてください。



５．各書類作成上のポイント
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５．各書類作成上のポイント−様式第７号ア
◆様式第7号ア：認定を受けようとする課程を有する⼤学・学科等に
おける教員養成の⽬標等に関する書類
★⼿引き８７⾴の記載要領の内容を含む
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５．各書類作成上のポイント−様式第２号

◆様式第2号：認定を受けようとする学部・学科等の教育課程及び教
育研究実施組織
★学位プログラムの必修・選択必修科⽬と教科に関する専⾨的事項
に関する科⽬との重なり

★開設科⽬数
教科に関する専⾨的事項に関する科⽬（中⾼）の最低開設単位
数：２０単位
＜教職課程認定基準４−１（１）、４−４（１）＞
履修規程上、教科に関する専⾨的事項に関する科⽬の最低修得
単位数３０単位としている関係上、選択の幅をもたせるため、
５０単位を上限に開設科⽬を検討した（結果、４６単位とし
た）。

★開設科⽬の検討→各事項との相当関係のある科⽬かどうか。
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５．各書類作成上のポイント−シラバス
★コアカリ対象科⽬は授業計画の記述とコアカリ対応表との関係を明確に。
★教科に関する専⾨的事項に関する科⽬は⼀般的包括的内容を含む科⽬の内容
を明確に。
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５．各書類作成上のポイント−様式第４号
★⼿引き記載の記⼊上の注意点をもとに各⼤学⽤に作成要領を作成す
る。

★細かいルールが多いので形式的不備をなくす。
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５．各書類作成上のポイント−様式第７号ウ

・様式第２号に記載した授業科⽬の開講学期が⽰す資料となる。
・科⽬間の順次性について、実地視察での指摘も参考に検討するとよ
い。

【『事例から学ぶ、事例で分かる⼤学教職課程事務（94〜96⾴）』】



６．まとめ
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６．まとめ
◆聞くことのできる⼈をつくる
◆スケジュール管理
◆役割分担の明確化

⼤学設置基準第７条第２項
⼤学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該⼤学の

教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に⾏われるよう、教員及
び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体
制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとす
る。

2022年9⽉30⽇付け通知
今回の改正後も、従前の教員組織等が果たしてきた役割や必要性

は変わらず、教員や事務職員等の役割や連携等について、学内の規
程等に明記すること等により、引き続き担保されることが求められ
ること。

◆関係教職員との良好な関係




